
市
制
施
行
以
来
の
甲
府
市
人
口

一　

現
住
人
口
等

へ
の
疑
問

人
間
集
団
に
視
点
を
あ
て
た
歴
史
分
析
に
と

っ
て
、
人
口
問
題
は
最
も
基
礎

的
に
ふ
ま
え
て
お
く
べ
き
課
題
の

一
つ
で
あ
る
。
甲
府
市
史
は
民
衆
史
の
性
格

を
強
く
も
た
せ
る
と
い
う
編
纂
方
針
に
た

っ
て
い
る
が
、
そ
の
方
針
の
上
か
ら

も
、
民
衆
そ
の
も
の
の

「
数
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
市
史
を
み
る
と
、

「
戸
口
」

「
人
口
」
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
歴
代
市
史
の
大
項
目
と
し
て
論
及
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

「
人
口
」
の
信
ぴ
ょ
う
性
に
つ
い
て
の
検
討
、
さ
ら
に
は

人
口
現
象

へ
の
そ
れ
な
り
の
解
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
戦
前
人

口
と
し
て
は
現
住
人
日
、
戦
後
人
口
と
し
て
は
主
と
し
て
住
民
基
本
台
帳
人
口

（時
に
国
勢
調
査
人
口
も
含
ま
れ
る
が
）
に
よ
る
人
口
が
、
悪
く
言
え
ば
資
料

批
判
も
行
わ
な
い
で
漫
然
と
か
か
げ
ら
れ
、
な
ん
ら
基
本
的
な
人
口
分
析
も
行

わ
れ
な
い
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
人
口
は
決
し
て
無
検
討
で
信
頼
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
戦
前
に
お
け
る
日
本
の
現
住
人
口
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
料
と
し

東

て
の
不
確
か
さ
が
指
摘
さ
れ
て
長
い
。
現
住
人
口
は
明
治
五
年
の
本
籍
人
口
に

各
年
の
出
生

。
死
亡

・
入
寄
留

（転
入
）

・
出
寄
留

（転
出
）
を
加
減
し
て
計

算
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
各
年
で
調
査
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の

出
生

。
死
亡

・
入
寄
留

（転
入
）

・
出
寄
留

（転
出
）
は
届
け
出
に
も
と
づ
く

の
で
、
届
け
出
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
当
然
記
録
計
算
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で

実
際
に
生
じ
た
現
象
か
ら
み
る
と
、
現
住
人
口
は
多
く
の
脱
漏
を
も
つ
に
い
た

っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
問
題
点
は
、
府
県
間
の
人
口
移
動
に
よ
る
。
Ａ
県

か
ら
Ｂ
県
に
五
人
の
人
が
移
動
す
れ
ば
Ａ
県
で
は
マ
イ
ナ
ス
五
人
、
Ｂ
県
で
は

プ
ラ
ス
五
人
の
人
口
変
動
が
生
じ
る
が
、
日
本
全
体
で
は
ゼ
ロ
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ゼ
ロ
に
な
る
ど
こ
ろ
か
多
く
の
プ
ラ
ス
が
出
て
し
ま
っ
た
。

大
正
八
年
の
現
住
人
口
は
六
六
二
六
万
人
、
大
正
九
年
の
国
勢
調
査
人
口
は
五

五
九
六
万
人
で
、
実
に

一
〇
三
〇
万
人
が
過
剰
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最

大
の
原
因
は
Ａ
県
か
ら
Ｂ
県
に
移
動
す
る
場
合
、
Ａ
県
に
出
寄
留
届
け
を
せ
ず
、

Ｂ
県
に
入
寄
留
届
け
を
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
本
県

・
本
市
に
つ
い
て
も
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
う
し
た
い
み
か
ら
は
、
国
勢
調
査
人
口
を
除
く
他
の
人
ロ
ー
ー
現
住
人

口
・
住
民
基
本
台
帳
人
口
に
つ
い
て
は
、
資
料
と
し
て
の
妥
当
性
に
疑
問
の
目
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を
む
け
る
の
は
歴
史
研
究
を
行
う
も
の
に
と
っ
て
は
、
他
の
資
料
に
対
す
る
と

同
様
に
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

一
一　
国
勢
調
査
ま
で
の
甲
府
市
人
口

明
治
三
二
年
甲
府
市
に
市
制
が
施
か
れ
た
時
の
人
口
は
、
男
子

一
万
六
一
〇

九
人
、
女
子

一
万
五
〇

一
九
人
、
計
三
万

一
一
二
八
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字

が
ど
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
た
か
は
詳
細
が
不
明
で
あ
り
、
そ
の
信
ぴ
ょ
う
性
に

や馳
雅
驚
絲
鞠
魔
節
秤
」群
」
荘学朋
が
経
っ

て
い
る
。
市
制
施
行
に
と
も
な
い

「
人
別
調
べ
」
の
対
象
と
し
た
区
域
に
比
べ

大
き
な
拡
大
が
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
明
治

一
二
年
十
三

二
年
の
一
〇
年
間
人
口
増
加
率
は
七
八

・
○
％
に
達
し
て
お
り
、
三
二
年
十
三

二
年
の
一
九

・
六
％
と
比
較
す
る
と
そ
こ
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
が

何
に
起
因
す
る
か
は
今
後
の
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
）
。
と
は
い
え

一
応
市
制

施
行
時
の
人
口
は
信
頼
で
き
る
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し

よ
う
。

こ
の
市
制
施
行
時
人
口
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
甲
府
市
現
住
人
口
は
、
大

正
九
年
に
は
男
子
三
万
〇
四
五
六
人
、
女
子
三
万

一
一
二
四
人
、
計
六
万

一
五

入
○
人
に
達
す
る
。
他
方
、
同
年
に
行
わ
れ
た
日
本
最
初
の
国
勢
調
査
の
甲
府

市
人
口
は
男
子
二
万
七
三
五
六
人
、
女
子
二
万
八
八
五

一
人
、
計
五
万
六
二
〇

七
人
で
あ
り
、
現
住
人
口
の
ほ
う
が
国
勢
調
査
人
口
と
比
較
し
て
男
子
で
三

一

〇
〇
人
、
女
子
で
三
二
七
二
人
、
合
計
五
三
七
三
人
ほ
ど
多
い
。
い
わ
ば
、
国

勢
調
査
人
口
の
九

・
六
％
が
過
剰
計
算
と
し
て
現
住
人
口
に
つ
け
加
わ

っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
山
梨
県
全
体
で
は
八

・
六
％
、
日
本
全
体
で
は
実
に
一
人

・

四
％
の
過
剰
計
算
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
ま
ず
ま
ず
甲
府
の
現
住
人

回
は
信
頼
性
が
高
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

一
割
近
い
誤

差
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
明
治
三
二
年
か
ら
大
正
九
年
に
至
る
甲
府
市
現
住
人

口
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
を
ま
ず
見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
人
口
概
念
の
差
異

現
住
人
口
は
既
に
そ
の

一
端
を
述
べ
た
が
、
よ
り
詳
細
に
は
明
治
五
十
三

一

年
の
人
口
は
、
太
陽
暦
明
治
五
年
三
月
八
日
の
現
在
本
籍
人
口
に
各
年
の
出
生

・

棄
児

・
就
籍

・
入
寄
留
を
加
え
、
死
亡

・
除
籍

・
失
そ
う

。
出
寄
留

・
海
外
在

留
者
を
減
じ
た
各
年
末
日
の
計
算
人
口
で
あ
る
。
明
治
三

一
年
以
降
は
、
三

一

年
に
戸
籍
法
が
改
正
さ
れ
た
の
を
機
に
五
年
毎
に
市
町
村
ご
と
に
本
籍
人
口
を

調
査
し
、
ま
た
市
町
村
毎
の
出
入
り
人
口
を
調
査
し
て
現
住
人
口
を
作
成
し
た
。

こ
れ
を
甲
種
現
住
人
口
と
い
う
。
さ
ら
に
全
国
的
に
府
県
間
の
出
入
り
を
調
整

し
た
統
計
局
作
成
の
現
住
人
口
を
乙
種
現
住
人
口
と
よ
ぶ
。
こ
れ
ら
の
人
口
概

念
は
、
後
に
よ
が
常
住
人
口
概
念
に
近
い
。

大
正
九
年
か
ら
は
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
大
正
九
年
十
昭
和
三
二
年
の

国
勢
調
査
は
、
調
査
年
の
一
〇
月

一
日
午
前
○
時
現
在
の
人
口
の
調
査
―

い
わ

ゆ
る
現
在
人
口
の
調
査
で
あ
る
。
二
五
年
以
降
の
調
査
は
、
　
〓

定
期
間
以
上

（
二
五
年
は
六
か
月
、
あ
と
は
三
か
月
）
常
住
し
て
い
る
か
し
よ
う
と
思

っ
て

い
る
者
」
の
調
査
―

い
わ
ゆ
る
常
住
人
口
の
調
査
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
口
概
念
の
差
異
を
か
ま
え
る
と
、
現
住
人
口
と
現
在
人
口
さ
ら

に
は
常
住
人
口
を
い
ち
が
い
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
問
題

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
差
が
あ
ま
り
大
き
い
の
も
ま
た
問
題
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。（二

）
明
治
二
二
年
十
大
正
九
年
の
甲
府
市
現
住
人
口
の
問
題
点

と
も
あ
れ
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
大
正
九
年
の
第

一
回
国
勢
調
査
以
前



の
人
口
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
山
梨
県

。

甲
府
市
で
も
そ
れ
な
り
の
問
題
を
も

っ
て
い
る
。
甲
府
市
の
現
住
人
口
に
つ
い

て
、
各
年
の
山
梨
県
統
計
書
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な

っ
た
出

生

・
死
亡

・
入
寄
留

・
出
寄
留

・
海
外
在
留

・
失
そ
う
の
各
要
素
を
み
て
い
く

と
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

①
出
生
数
　
＞」
れ
は
Ｉ
騨
群
―
湘
辟
済
を
も

っ
て
計
算
さ
れ
る
が
、
資
料
で

欠
落
し
た
部
分
は
な
い
。
た
だ
、
出
生
数
の
趨
勢
は
必
ず
し
も
滑
ら
か
で
は
な

い
。
出
生
数
は
本
来
で
あ
れ
ば
、
円
滑
な
連
続
性
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
人
口

お
よ
び
出
生
率
に
そ
れ
ほ
ど
の
変
化
は
通
常
は
お
き
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
凹
凸
が
あ
る
と
す
る
と
、
丙
午
年
の
出
生
率
の
低
下
と
か
母
親
の
風
疹

な
ど
に
よ
る
死
産
率
の
上
昇
な
ど
に
よ
る
出
生
数
の
変
化
も
考
え
ら
れ
る
が
、

明
治
期
に
は
む
し
ろ
届
け
出
の
遅
延
の
影
響
が
大
き
い
と
想
定
さ
れ
る
。

②
死
亡
数
　
＞≡
」
で
も
資
料
の
欠
落
は
な
い
が
、
明
治
三
二
十
三
二
年
、
三

〓
十
三
八
年
の
死
亡
数
は
、
全
期
間
の
死
亡
数
の
連
続
性
か
ら
み
て
、
前
者
は

多
過
ぎ
後
者
は
少
な
す
ぎ
る
。
三

一
年
の
戸
籍
法
改
正
以
前
の
死
亡
属
け
に
は

特
に
届
け
出
の
遅
延
に
よ
る
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
出
入
寄
留
　
資
料
の
上
で
明
治
三

一
十
三
四
年
に
問
題
が
あ
る
。
二
九

・

三
〇

の
両
年
は
男
女
別
の
記
載
が
な
く
男
女
こ
み
に
な

っ
て
い
る
。
三

一
十
三

四
年
は
他
の
年
と
違
い
、
入
寄
留
の
内
訳
、
他
府
県

・
他
郡
市

・
他
市
町
村
の

区
別
が
な
い
。
こ
れ
が
な
い
と
、
県
間
移
動

・
郡
市
間
移
動
を
計
算
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
出
入
寄
留
数
の
変
化
を
見
て
い
く
と
、
出
、
入
り
と
も
に
極
め

て
多
く
の
問
題
を
も

っ
て
い
る
。
最
大
の
問
題
は
、
県
間
移
動
の
上
で
出
寄
留

が
少
な
す
ぎ
、
郡
市
間
移
動
に
つ
い
て
は
甲
府
市

へ
の
入
寄
留
が
少
な
す
ぎ
る

こ
と
で
あ
る
。
県
間
移
動
に
つ
い
て
は
、
全
県
の
視
点
か
ら
み
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
明
治

一
二
年
の

「
人
別
調
べ
」
と
大
正
九
年
の
国
勢
調
査
に
お
け
る

「
他
府
県
生
ま
れ
で
山
梨
県
に
い
る
者
」
お
よ
び

「
山
梨
県
生
ま
れ
で
他
府
県

に
い
る
者
」
を
基
準
に
し
て
考
え
て
い
く
と
、
現
住
人
口
の
入
寄
留
は
過
少
、

出
寄
留
は
大
き
く
過
少
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
甲
府
の
場
合
も
同
様
と
い
え
る
。

他
方
、
郡
市
間
の
出
入
り
に
つ
い
て
は
、
全
県
合
計
で
は
本
来
ゼ
ロ
に
な
る
べ

き
も
の
が
大
正
九
年
の
現
住
人
口
で
は
二
万
人
○
○
○
人
も
入
寄
留
が
出
寄
留

を
超
過
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
出
寄
留
の
脱
漏
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
甲
府
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
入
寄
留
に
脱
漏
が
あ

っ
て

過
少
と
な

っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
増
加
と
県
間
移
動
に
よ

る
社
会
滅
を
考
慮
し
て
み
て
も

っ
と
他
郡
市
か
ら
の
転
入
が
な
い
と
大
正
九
年

の
国
勢
調
査
人
口
に
達
し
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
外
国
在
留
は

外
国
出
と
外
地

（
日
本
の
植
民
地
拡
大
に
伴

っ
て
拡
大
し
て
い
き
、
三

一
年
か

ら
台
湾
、
四
二
年
か
ら
樺
太
、
四
四
年
か
ら
朝
鮮
が
加
わ
る
。
）
が
あ
る
が
、

三
二
年
の
山
梨
県
統
計
書
の
記
載
は
な
い
。
失
そ
う
に
つ
い
て
も
同
じ
く
三
二

年
の
記
載
は
な
く
、
ま
た
三

一
年
以
降
に
つ
い
て
は
失
そ
う
の
記
載
は

一
切
な

く
な

っ
て
い
る
。

（
三
）
明
治
三
二
十
大
正
九
年
の
甲
府
市
現
住
人
口
の
推
計

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
明
治
三
二
十
大
正
九
年
の
甲
府
市

現
住
人
口
を
推
計
し
た
の
が
、
付
表
で
あ
る
。
推
計
は
山
梨
県
全
体
の
男
女
別

・

郡
市
別
に
出
生
、
死
亡
、
県
際
間
の
転
出
入
、
国
外
地

へ
の
転
出
失
そ
う
の
各

項
目
、
さ
ら
に
そ
れ
を
総
計
し
た
県
男
女
別
人
口
総
数
に
つ
い
て
、
推
計
し
た

も
の
で
あ
り
、
四
三
年
に
第

一
回
の
推
計
結
果
を
発
表
し
て
以
来
二
回
に
わ
た
っ

て
改
定
を
お
こ
な

っ
て
発
表
し
た
も
の
を
今
回
は
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
。
な
お
、

そ
れ
ら
の
推
計
過
程
と
結
果
は
、

「
甲
斐
史
学
」
二
三
号

（
昭
和
四
三
年
）
、

「
山
梨
県
政
百
年
史
」

（昭
和
五
三
年
）
、

「
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告

第
二
九
号
」

（昭
和
五
三
年
）
、

「
同
　
第
二
〇
号
」

（昭
和
五
四
年
）
に
明
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ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
、
今
回
は
甲
府
市
に
つ
い
て
の
郡
市
間
の
転
出

入
の
新
推
計
を
付
け
加
え
た
。
し
か
し
、
今
回
の
郡
市
間
の
転
出
入
の
推
計
に

つ
い
て
は
、
甲
府
市
以
外
の
郡
に
つ
い
て
総
体
的
に
転
出
入
推
計
を
行
い
、
県

計
と
し
て
ゼ
ロ
に
し
て
い
く
作
業
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
い
み
で
は
暫
定
的
な

推
計
と
い
え
よ
う
。

推
計
道
程
に
つ
い
て
は
、
出
生
、
死
亡
、
県
際
間
の
転
出
入
、
外
国
外
地
ヘ

の
転
出
、
失
そ
う
の
推
計
道
程
は
前
記
の
発
表
物
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
今
回
行

っ
た
甲
府
市

へ
の
県
内
他
郡
か
ら
の
転
出
入
に
つ
い
て
の
推
計

の
み
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

①
外
国
外
地
へ
の
出
寄
留
　
明
治
二
〇
年
ま
で
の
記
載
が
な
い
た
め
二
一
年

の
記
載
は
二
一
年
に
発
生
し
た
も
の
と
し
て
処
理
し
た
。
三
二
年
も
記
載
が
な

い
が
こ
れ
は
二
一
年
と
二
三
年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
て
直
線
補
間
し
た
。

二
九

・
三
〇
年
は
男
女
別
が
な
い
の
で
二
八
年
の
男
女
別
比
率
で
推
計
し
た
。

②
失
そ
う
　
明
治

一
三
年
と
二
五
年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
た

一
三
十
二

五
年
の
推
計
は
前
記
推
計
で
既
に
出
て
い
た
結
果
を
利
用
し
、
二
六
十
二
八
年

は
原
資
料
に
よ
り
、
二
九

・
三
〇
年
は
男
女
別
が
な
い
の
で
二
八
年
の
比
率
に

よ
っ
て
男
女
別
を
確
定
し
た
。

③
他
郡
よ
り
の
入
寄
留
　
男
女
と
も
に
資
料
の
な
い
二
人
十
三
四
年
に
つ
い

て
は
二
八
年
、
三
五
年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
て
直
線
補
間
。
男
子
で
は
三

八
・
四
〇

・
四
二
年
お
よ
び
大
正
四
。
六
年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
て
三
九

・

四
一
。
四
三
・
四
四
年

・
大
正

一
。
二
・
三
・
五
・
七

・
八
・
九
年
を
推
計
。

女
子
で
は
三
六
・
三
八
・
四
〇

・
四
二
年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
て
三
七

・

三
九

・
四
三
・
四
四
年
さ
ら
に
大
正

一
十
九
年
を
推
計
。
結
果
と
し
て
明
治
二

三
十
大
正
九
年
の
男
子
の
他
郡
か
ら
の
転
入
総
数
は
一
万

一
〇
三
七
人
か
ら

一

万
三
二
三
九
人
へ
二
三
〇
二
人
増
加
。
女
子
は
一
万

一
五
五
〇
人
か
ら

一
万
五

〇
三
八
人

へ
三
四
八
八
人
増
加
。
合
計
で
二
万
二
五
八
七
人
か
ら
二
万
八
三
七

七
人
へ
五
七
九
〇
人
増
加
し
た
。

①
他
郡
へ
の
出
寄
留
　
男
女
と
も
に
資
料
の
な
い
二
八
十
三
四
年
に
つ
い
て

は
二
八
年
、
三
五
年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
て
直
線
補
間
。
女
子
で
大
正
六

年
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
年
と
し
て
七

・
八
・
九
年
を
推
計
。
結
果
と
し
て
明
治
二

三
十
大
正
九
年
の
男
子
の
他
郡
へ
の
転
入
総
数

一
三
四
〇
人
、
女
子

一
二
五
九

人
は
不
変
と
な
っ
た
。

⑤
総
人
口
　
以
上
の
諸
要
素
の
推
計
結
果
の
合
計
と
し
て
各
年
の
男
女
別
総

人
口
を
計
算
し
た
。
明
治
三
二
年
の
甲
府
市
男
女
別
人
口
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る

が
、
大
正
九
年
の
男
女
別
人
口
は
男
子
二
万
七
二
一
二
人
、
女
子
二
万
八
四
二

九
人
、
合
計
五
万
五
六
四

一
人
と
な
り
、
同
年
の
甲
種
現
住
人
口
と
比
較
し
て

男
子
三
二
四
四
人
、
女
子
二
六
九
五
人
、
合
計
五
九
三
九
人
の
減
少
と
な
っ
た
。

ま
た
、
国
勢
調
査
人
口
に
対
し
て
は
男
子
で
一
四
四
人
、
女
子
で
四
三
二
人
、

合
計
で
五
六
六
人
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

（表

一
）

推
計
人
口
と
現
住
人
口
の
明
治
三
二
十
大
正
九
年
の
関
連
を
図

一
に
よ
っ
て

見
て
み
る
と
、
明
治
三
四
年
を
境
に
し
て
推
計
人
日
の
方
が
多
く
、
三
六
年
以

降
は
逆
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
趨
勢
と
し
て
は
、
明
治
四
〇
―
大
正

一
年
で

推
計
人
口
の
増
勢
の
鈍
化
が
み
ら
れ
る
が
、
他
は
相
似
た
趨
勢
を
描
い
て
い
る
。

（図

一
）〓

一　
市
制
施
行
以
来
の
甲
府
市
人
口
の
動
き

大
正
九
年
ま
で
の
人
口
は
推
計
人
口
に
よ
り
そ
れ
以
降
は
国
勢
調
査
人
口
に

よ
り
な
が
ら
、
市
制
施
行
か
ら
昭
和
六
〇
年
に
至
る
甲
府
市
総
人
口
の
趨
勢
を

み
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
国
勢
調
査
は
大
正
九
年
、　
一
四
年
、
昭
和
五
、　
一

〇
、　
一
五
、
三
二
、
二
五
、
三
〇
、
三
五
、
四
〇
、
四
五
、
五
〇
、
五
五
、
六
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第
1表
甲
府
市
人
口
の
変
遷

明
治
12年

1879

明
治
22年

1889

明
  
治
  31  

年

1898

明
  
治
  41  

年

1908
大
正
9年

1920

甲
斐
国
人
別
調
甲
府
市
現
住
人
口
甲
現
住
人
口
乙
伊
東
推
計
現
住
人
口
甲
現
住
人
口
乙
伊
東
推
計
現
住
人
口

男女計

8,720

8,771

17,491

16,109

15,019

31,128

18,001

18,752

36,753

18,920

18,641

37.561

18,929

18,775

37,704

24,952

24,930

49,882

24,952

24,930

49,882

23,717

23,797

47,514

30,456

31,124

61,580

大
正
9年

1920
大
正
14年

1925

日召
不
日
5年

1930

日召
不
日
10年

1935

日召
不
日
15年

1940

日召
不
日
19年

1944

昭
和
20年

1945

昭
和
21年

19
46

伊
東
推
計
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
人
口
調
査
人
口
調
査
人
口
調
査

男女計

27,212

28,429

55,641

27,356

28,851

56,207

33,603

34,672

68,275

38,919

40,528

79,447

39,966

42,698

82,664

49,352

53,067

102.419

46,511

58,490

105`001

38,733

43,952

82.685

4
1,277

4
5,918

8
7.195

―ぐｗｌ

日召
不
日
22年

1947

日召
不
日
25年

1950

日召
不
日
30年

1955

日召
不
日
35年

1960

日召
不
日 40年

1965

日召
不
日
45年

1970

日召
不
日
50年

1975

昭
和
55年

1980

日召
不
日
60年

1985

国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査
国
勢
調
査

男女計

50,469

54,524

104.993

58,876

62,769

121,645

74,646

79,848

154.494

77,416

83,547

160,963

82,976

89,481

172.457

87,971

94,698

182.669

94,022

99,862

193.884

97,146

102,116

199,262

9
9,391

103,014

202,405
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〇
年
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
昭
和

一
九
、
二
〇
、
二
一
年
に
は
総
理
府
統

計
局
に
よ
っ
て
人
口
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
資
源
調
査
法
に
基
づ
く
調

査
で
一
九
年
二
月
二
二
日
午
前
○
時
の

「樺
太
ふ
く
む
内
地
」
、
一一〇
年

一
一

月

一
日
午
前
○
時
の

「
内
地
」
、
二
一
年
四
月
二
六
日
午
前
○
時
の

「
内
地
」

に
つ
い
て
簡
単
な
項
目
に
わ
た
る
人
口
調
査
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
人
口
を
グ
ラ
フ
に
す
る
と
、
第
二
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和

一
九

・
二
〇

・
二
一
年
の
人
口
の
停
滞
ま
た
は
減
少
に
つ
い
て
は
、　
一
九
年
は

戦
時
中
で
人
口
移
動
に
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
、
二
〇
、
二
一
年
は
戦
災
に
よ
る

こ
と
が
主
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
九
六
年
の
全
期
間
を
通
じ
て
み
る
と
、
総
人

口
の
趨
勢
は
典
型
的
な
人
口
曲
線
で
あ
る
ロ
ジ
ス
チ
ッ
ク
曲
線
に
適
合
す
る
趨

勢
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
Ｓ
宇
型
の
曲
線
で
あ
る
。
こ
の
九
六
年
間
の
人

口
趨
勢
を
、
も
し
、
先
行
期
、
発
展
期
、
停
滞
期
の
三
期
に
分
け
る
と
す
れ
ば
、

先
行
期
は
明
治
三
二
十
大
正
九
年
、
発
展
期
は
大
正
九
―
昭
和
五
〇
乃
至
五
五

年
、
停
滞
期
は
昭
和
五
〇
乃
至
五
五
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。　
一
応
、
発

展
期
と
停
滞
期
の
境
を
昭
和
五
〇
年
と
お
く
と
、
各
期
の
年
間
増
加
率
は
先
行

期

一
ｏ
九
％
、
発
展
期
二
。
三
％
、
停
滞
期
○

・
四
％
で
あ
る
。
特
に
停
滞
期

の
人
口
増
加
率
の
低
さ
が
問
題
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
心
部
で

の
人
口
減
少
が
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
何
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
か
の

解
析
は
、
商
業
近
代
化
委
員
会
甲
府
地
域
部
会

「
甲
府
地
域
　
商
業
近
代
化
実

施
計
画
報
告
書
」

（昭
和
五
九
年
）
に
詳
し
い
。

次
に
性
比
を
み
る
と
明
治
四
四
年
ご
ろ
ま
で
は
、
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
が
、
大

正
期
に
入
る
と
女
子
の
比
率
が
次
第
に
高
く
な
る
。
山
梨
全
県
で
は
も
う
少
し

遅
れ
て
昭
和

一
〇
年
頃
か
ら
、
日
本
全
体
で
は
さ
ら
に
遅
れ
て
一
五
年
頃
か
ら

こ
う
し
た
現
象
が
生
ま
れ
、
特
に
昭
和
三
〇
年
に
は
甲
府
、
山
梨
、
全
国
と
も

に
女
性
が
著
し
く
多
く
な
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、　
一
五
十
二
〇
年
の
現
象
は
戦

時
の
た
め
の
男
子
の
軍
事
動
員
と
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い

わ
ば
戦
前
に
お
け
る
女
性
比
率
の
高
さ
は
社
会
現
象
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た

と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
推
論
に
た
つ
と
、
甲
府
で
大
正
期
に
早
く
も
女
性

比
率
が
高
く
な
っ
た
こ
と
は
、
甲
府
で
の
製
糸
業
発
展
と
の
関
わ
り
を
推
測
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
戦
後
に
つ
い
て
の
女
性
比
率
の
上
昇
は
、
女
性
に
お
け
る
平

均
寿
命
の
顔
著
な
延
長
が
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
甲
府
市
人
口
の
趨
勢
が
、
自
然
増
加
と
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
い
た
か
を
管
見
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
明
治
三
二
年
か
ら
大
正
九
年
に
い
た

る
自
然
増
加
を
み
る
と
明
治
三
八
年
ま
で
は
一
％
以
下
の
低
さ
で
あ
り
、
三
八

年
以
後
大
正
期
、
昭
和
戦
前
期
は
ほ
ぼ

一
％
を
維
持
す
る
。
終
戦
直
後
の
昭
和

三
二
年
に
は
二
。
一
四
％
、
二
五
年
に
は
一
。
四

一
％
と
上
昇
す
る
が
、
三
〇

年
に
は
一
。
〇
六
％
と
ほ
ば

一
％
に
落
ち
着
き
、
そ
れ
以
降
は
一
％
を
持
続
し

て
き
た
が
、
五
〇
年
代
に
入
っ
て
は
顕
著
な
減
少
が
生
じ
て
い
る

（例
え
ば
、

山
梨
県
調
べ
の

「
昭
和
五
六
年
度
　
山
梨
県
常
住
人
口
調
査
結
果
報
告
」
に
よ

る
と
、
五
五
年

一
〇
月

一
日
か
ら

一
年
間
の
自
然
増
加
率
は
○

・
五
九
％
と
い

う
低
さ
で
あ
る
。
）
。

甲
府
市
の
人
口
増
加
の
半
ば
以
上
は
、
社
会
増
加
の
た
め
で
あ
る
と
言

っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
明
治
三
二
十
大
正
九
年
の
人
口
増
加
は
自
然
増
加
と
社
会

増
加
が
ほ
ば
相
半
ば
し
て
い
る
。
社
会
増
加
の
内
容
を
見
る
と
、
県
外

へ
の
転

出
は
転
入
を
上
回
り
、
社
会
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
人
口

を
増
加
さ
せ
て
い
る
の
は
県
内
他
郡
市
か
ら
の
転
入
超
過
で
あ
る
。
こ
う
し
た

関
係
を
九
六
年
間

一
貫
し
て
追
う
べ
き
人
口
動
態
資
料
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い

が
、
簡
単
な
方
法
と
し
て
甲
府
市
総
人
口
が
山
梨
県
総
人
口
に
し
め
る
比
率
を

見
て
み
れ
ば
よ
い
。
も
し
、
甲
府
市
の
区
域
変
更
が
な
く
、
ま
た
甲
府
市
以
外

の
県
内
他
郡
と
そ
の
自
然
増
加
率
、
県
際
間
の
社
会
増
加
率
が
等
し
く
、
か
つ
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第 2表 甲府市人口の県内人口に占める割合 (%)

明治12年

1879

明治22年

1889

明治31年

1898

明治41年

1908

大正 9年

1920

大正14年

1925
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1930
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日召和15年
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日召不日19年
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昭和20年

1945

昭和21年

1946

日召和22年

1947

昭和25年

1950

昭和30年

1955

日召不日35年

1960

日召不日40年

1965

昭和45年

1970

日召不日50年

1975

昭和55年

1980

昭和60年

1985

20.6 22.6 24.0 21.7

第 3図  県人口に占める甲府市人口比率

1  5  10 15
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他
郡
市
か
ら
甲
府
市
へ
の
転
入
出
が
差
し
引
き
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、

甲
府
市
人
口
の
山
梨
県
人
口
に
占
め
る
比
率
は
不
変
の
は
ず
で
あ
る
。
自
然
増

加
率
は
昭
和
五
〇
年
代
を
除
け
ば
甲
府
市
と
他
郡
市
で
は
そ
れ
ほ
ど
差
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
県
際
間
の
社
会
増
加
率
―
そ
れ
は
社
会
減
少
率
で
あ
る
が
、

甲
府
市
の
方
が
高
い
減
少
率
を
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甲
府
市
の

人
口
の
シ
ェ
ア
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
郡
市
と
甲
府
市
の
間
の
転
出
入

に
お
い
て
甲
府
市

へ
の
転
入
超
過
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
実
際
に
山
梨
県
人
口
に
占
め
る
甲
府
市
人
口
の
シ
ェ
ア
見
る
と
、
第
二

表
、
第
三
図
の
通
り
で
あ
る
。
明
治

一
二
年
か
ら
三
二
年
の
一
〇
年
間
の
甲
府

市
シ
ェ
ア
の
高
ま
り
は
両
年
の
甲
府
市
域
の
差
異
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
市
制
施
行
以
後
、
大
正
九
年
ま
で
は
、
甲
府
市

へ
の
集
中
は

徐
々
に
進
行
し
た
と
言
え
よ
う
。
大
正
末
年
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
甲
府

へ
の
集
中
は
急
速
化
す
る
。
実
は
、
こ
の
時
期
は
、
日
本
全
体
で
も
六
大
都
市

へ
の
人
口
集
中
が
異
常
に
起
き
た
時
期
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
戦
災
に
あ
っ
た

甲
府
か
ら
人
口
は
脱
出
し
、
そ
の
た
め
甲
府
の
シ
ェ
ア
低
下
し
た
。
更
に
、
甲

府
の
戦
後
復
興
は
人
口
の
集
中
と
平
行
し
て
進
み
、
四
〇
年
代
か
ら
次
第
に
シ
ェ

ア
大
の
傾
向
に
は
鈍
化
が
見
え
始
め
、
六
〇
年
に
い
た
っ
て
遂
に
低
落
す
る
。

こ
れ
は
、
甲
府
市
と
そ
の
他
地
域
、
―
中
で
も
甲
府
周
辺
地
域
が
最
も
顕
著
で

あ
る
が
、
十
人

口
増
加
率
に
格
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
も

っ
と
言
え
ば
、
若

い
年
齢
層
を
中
心
と
し
て
甲
府
か
ら
周
辺
部
へ
の
移
動
が
起
き
て
い
る
こ
と
が

最
大
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
記

「
甲
府

地
域
　
商
業
近
代
化
実
施
計
画
報
告
書
」
に
詳
し
い
。

人
口
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
今
後
、
特
に
動
態
資
料
を
中
心
に
し
て
検
討
を

重
ね
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
回
は
、　
一
応
、
人
口
と
い
う
最
も
基
礎
的
な
統
計

デ
ー
タ
と
い
え
ど
も
、
多
く
の
問
題
を
も

っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
い
み
で
は
他

の
資
料
同
様
に
吟
味
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
問
題
提
起
を
中
心
に
し
な
が
ら
、

い
さ
さ
か
所
論
を
展
開
し
た
次
第
で
あ
る
。
何
れ
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
こ
と
を

含
め
て
、
甲
府
市
史
に
つ
い
て
の
統
計
デ
ー
タ
が
こ
の
際
出
来
る
限
り
収
集
さ

れ
、
解
析

・
解
説
さ
れ
、
よ
り
よ
い
市
史
の
完
成
に
貢
献
す
る
こ
と
を
心
か
ら

願

っ
て
い
る
。

注

（
１
）

甲
府
市
役
所

「
甲
府
略
志
」
大
七
、
甲
府
市
役
所

「
甲
府
市
制
四
十
年

記
念
誌
」
昭
三
、
甲
府
市
役
所

「
甲
府
市
制
六
十
年
誌
」
昭
二
四
、
甲
府

市
史
刊
行
委
員
会

「
甲
府
市
史
」
昭
三
九

（
２
）

内
閣
統
計
局

「
日
本
帝
国
人
口
静
態
統
計
」
明
二
九

（
３
）

統
計
院
編
纂

「
甲
斐
国
現
在
人
別
調
べ
」
明

一
五

（
４
）

甲
府
市
は
市
制
施
行
に
あ
た
り
、
甲
府
総
町
、
上
府
中
組
、
お
よ
び
飯

沼
、
稲
門
両
村
を
合
併
し
て
発
足
し
た
。

「
甲
斐
国
現
在
人
別
調
べ
」
に

お
い
て
は
、
甲
府
に
つ
い
て
の
区
域
明
示
が
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
が
、
明
治

一
一
年
の
郡
制
施
行
時
に
お
い
て
は
、
甲
府
総
町

・
上
府

中
組
と
住
吉

・
販
沼

・
稲
門
等

一
五
か
村
を
も

っ
て
西
山
梨
郡
が
構
成
さ

れ
て
い
る
の
で
、
甲
府
総
町

・
上
府
中
組
の
五
九
か
町
を

「
甲
府
」
の
対

象
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
明
治
三
二

年
の
市
制
施
行
前
、
明
治
三
二
年
四
月
に
こ
の
五
九
か
町
の
人
口
は
、
二

万
六

一
六
五
人
で
あ
り
、

「
甲
斐
国
人
別
調
べ
」
に
比
較
す
る
と
、　
一
〇

年
間
増
加
率
は
四
九

・
六
％
と
い
う
高
さ
で
あ
る
。

（
５
）

朝
日
新
聞
社

「
日
本
経
済
統
計
総
観
」
昭
五

（
６
）

伊
東
　
壮

「
明
治

一
二
十
大
正
九
年
の
人
口
動
態
推
計
」
　

甲
斐
史
学

-51-



第
二
三
号
　
昭
四
三
、
同
　

「第
七
章
　
人
口
」
　

山
梨
県
政
百
年
史

上
巻
　
昭
五
三
、
同
　
「山
梨
県
現
住
人
口

（明
治

一
三
十
大
正
九
年
）

の
推
計
」
　

山
梨
大
学
教
育
学
部
所
究
報
告
　
第
二
九
号
　
昭
五
三
、
同

「
山
梨
県
現
住
人
口

（明
治

一
三
十
大
正
九
年
）
の
再
推
計
」
　

山
梨

大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
　
第
三
〇
号
　
昭
五
四

（
７
）

総
理
府
統
計
局

「
昭
和

一
五
年
国
勢
調
査
、
昭
和

一
九
年
人
口
調
査
、

昭
和
二
〇
年
人
口
調
査
、
昭
和
二
一
年
人
口
調
査
、
結
果
報
告
摘
要
」
昭

二
四

（３
）

甲
府
市
の
市
域
は
戦
前
、
戦
後
に
わ
た
っ
て
変
化
し
て
い
る
の
で
、
一そ

の
点
同

一
地
域
内
の
人
口
変
化
と
は
異
な
る
面
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

（９
）

「
甲
府
市
お
よ
び
国
中
地
域
の
人
口
と
世
帯
」
　

商
業
近
代
化
委
員
会

甲
府
地
域
部
会

「
甲
府
地
域
商
業
近
代
化
実
施
計
画
報
告
書
」
昭
五
九

（
１０
）

甲
府
市

「
甲
府
市
勢
の
現
況
　
第

一
編
　
総
論
」
昭
四
五

（市
史
編
さ
ん
委
員
）
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